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　今年も２月１７日より３月６日迄日石横浜ホールにて横浜中会と合同で青色コーナーを設置致しました。
当初は３月１６日迄の予定でしたがコロナウイルスの影響及び利用者数の大幅減の為３月９日以降が中
止になりました。
　期間中の青色コーナー利用者数２６６名（前年２９２名）入会者数１０名（前年３４名）２４名減とい
う結果になりました。利用者数も平成３０年は５４９名でしたが年々利用者数も大幅減少の傾向にあり、
管轄している保土ケ谷区・旭区・瀬谷区の利用者が少ない事もあって入会に繋がらないのが実態です。
　今後は色々な対策を検討し、入会勧奨に努めてまいります。最後に担当された役員の皆様大変お疲れ様
でした。

　申告会の最大イベント令和元年分確定申告は新型コロナウイルスの影響により
申告期間が１ケ月延長となりました。申告も無事終わり、役員、女性部、指導部、事務
局の皆様ご苦労様でした。東京地方税理士会保土ヶ谷支部の先生方、出張会場での指導派遣、e-Tax代理
送信等ご協力ありがとうございました。
　今年も出張会場の都合で日程がとびとびになり会員の皆様にはご不便お掛けしました。来所者は和
田町事務所 ２，９０９名、出張会場（３会場合わせて）８１９名の来所をいただきました。昨年より継続
し相談時間一人１時間と時間制限を実施させて頂き、待ち時間の短縮が見られたと思います。しかしなが
ら記帳点検、個別指導会への不参加でデーター未入力の会員様が多数見受けられました。出来る限り記
帳点検指導会等への参加を頂き確定申告時の相談時間短縮にご協力をお願い致します。
　皆様のご支援と、ご協力をお願い申し上げます。

一般社団法人
保土ケ谷青色申告会

〒240-0044
保土ケ谷区仏向町154-2 　
　　　　 ゴトービル2Ｆ
TEL 045-442-7201
FAX 045-442-7251
発行人　  平井　武男
編集   　  広報委員会
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　転居や廃業をされた方、変更のある方は申告会事務所までご連絡ください。税務署への届出も申告会で

お手続きできます。退会をご希望の方は退会届をご提出いただかないと会費がかかります。

  指導受付時間　午前９時～１１時　午後１時～４時　 業務終了時間　午後５時　※土・日・祝日は休み

お 知 らせください！

菖　蒲　園（横須賀）　　　　　　　撮影　増澤氏

確 定 申 告 報 告　　税制指導委員長　増澤　義文

菖蒲園（横須賀）　　 撮 影 　 増 澤 氏

青色コーナー報告　　組織委員長　福島　靖利

提出件数　所得税確定申告  　２，６７３件　　（e-Tax　１，１２０件）
　　　　　消費税確定申告　　　２８７件　　（e-Tax　　　  ９６件）
　　　　　　　　　　　　　※e-Taxは代理送信・本人送信の合計　　　３月３１日までの件数

青色コーナー実績　２／１７～３／６　　入会者数　１０名　　青色申請数　５１件
※コロナの影響で行事・指導会を変更する場合があります。変更の場合はホームページ上にてお知らせ致します。

職員研修会　　７月２２日（水）　　　　　　　事務所は午後お休みさせていただきます。
夏期休暇　　　８月１１日（火）～１４日（金）　事務所はお休みさせていただきます。

事務局より
ご不便をおかけしますがよろしくお願い致します。

正会員　　　

３,７１６名

保土ケ谷区　

１,１６７名

旭区　　　　

１,４７５名

瀬谷区　　　

１,０７４名

準会員　　　

１２５名

令和２年３月末現在

６月の行事　８日（月）～12日（金）　健診・人間ドック　　　　７月の行事　１日（水）～10日（金）　源泉指導会

次回会報は８・９月合併号で８月上旬に配布予定です。
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納税が困難な方には猶予制度があります
　新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、要件を
満たせば税務署に申請することにより、原則として１年以内の期間に限り納税が猶予されます。
国税局猶予相談センター（ＴＥＬ：０３－６６７２－３５０３）

消費税申告までの流れは？

チェック消費税！　申告会で消費税について詳しい説明を受けましょう。 ～新型コロナウイルス関連～

　新型コロナウイルス感染症に感染し、医師の指示で自宅や臨時施設で治療を受けられた場合
も要件を満たすと保険請求できます。
○ 全青色共済・疾病入院補償（ＤＳＳ・所得補償）　申告会 ＴＥＬ０４５－４４２－７２０１
○ かながわ県民共済　ＴＥＬ０１２０－３７１－０６６
○ 神奈川県福祉共済　ＴＥＬ０４５－２２８－０７７４

令和元年分確定申告期限の柔軟な取扱いについて

　　申告所得税、消費税の申告・納付期限が4 月 17 日（金）以降も可能となりました。また、
源泉所得税の納税期限も延長ができるようになりました。
　　申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出すれば、申告期限延
長の取扱いをされます。申告する際には「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を一緒
に提出します。詳細は申告会または税務署へお問合せください。

消費税申告と納税

課税事業者（消費税申告をしている方）で課税売上高が１，０００万円以下になったら？

［消費税の納税義務者でなくなった旨の届］を提出
課税売上高が１,０００万円以下になった年の ２年後 は消費税申告が不要です。
１,０００万円以下になった年でも、２年前の課税売上が１,０００万円を超えていると申告が必要です。

消費税申告では"何も知らない”が一番危険です。申告時期では、届出や記帳は間に合いません。

課税売上が１，０００万円を越えたら？　消費税申告が必要なのはいつ？

１，０００万円を超えている年　　 消費税申告が必要な年（２年後）　　　　　消費税申告期限

平成３０年（２０１８年）　　　　　　令和２年（２０２０年）　　　令和３年（２０２１年）３月３１日

令和　元年（２０１９年）　　　　　　令和３年（２０２１年）　　　令和４年（２０２２年）３月３１日

一般課税を選択
 記帳    取引（売上・経費）を記帳する

際に、税率（軽減８％・１０％）ごとに

税区分を付け加えます。

税区分は、課税・非課税・不課税・免税

の4種類があります。

※届出はありません

提出期限があります。

令和２年(2020年)分→令和２年(2020年) 9月30日
令和３年(2021年)分→令和２年(2020年)12月31日

簡 易 課 税 を 選 択
「消費税簡易課税制度選択届」を提出

※令和2年分は特例です。

　期限までに提出していない場合は一般課税で計算

 記帳   売上、収入などを記帳する際に税率（軽減

８％・１０％）ごと事業区分を付け加えます。事業

区分は第１種事業から第6種事業まであります。

基準期間（２年前）の課税売上高が5,000万円を超えて
いる方は一般課税で計算します。
提出すると２年間は取りやめできません。

１，０００万円以下になった年　　 消費税申告が不要な年（２年後）

平年３０年（２０１８年）　　　　　　令和２年（２０２０年）　

令和　元年（２０１９年）　　　　　　令和３年（２０２１年）　

ホームページ
をお持ちの方

申告会のホームページ会員様紹介に無料で掲載しませんか！
詳細は申告会事務所へお問合せください。

　予定納税の必要な方は税務署から通知されますので、
申告時にはその通知をお持ちください。
　なお、経費にはなりません。確定申告（第３期分）で所得
税額から差し引きます。（通常は７月３１日、１１月３０日
ですが、今年はコロナの影響でいつになるか分からないそ
うです。）廃業・業況不振等により予定納税額の減額申請を
することが出来ます。

　中間申告の必要な方は税務署から通知されますので、
申告時にはその通知をお持ちください。

　なお、租税公課という経費になります。確定申告で消
費税額から差し引きます。（通常は８月31日ですが、今
年はコロナの影響でいつになるか分からないそうです。）

　消費税の届出や、記帳をしないまま申告を迎えると思わぬ 高額な納税 になる場合もあります。
　また、消費税申告が必要な年に申告を忘れていて、期限後に申告すると 延滞税 や 加算税 がかかります。
そのような場合に、申告会で責任を負うことはできません。
　ご自身でしっかり確認して届出や記帳もお忘れなく。

課税売上高が１，０００万円を超えている年の ２年後  は消費税申告が必要です。
たとえ２年後に課税売上が１，０００万円を超えていなくても申告は必要です。

支援策・助成金・融資などのご紹介

保土ケ谷青色申告会のホームページでも紹介しており下記のサイトへリンクできます。

【経済産業省ホームページ】
　　・支援策　　・セーフティネット保証制度（中小企業庁）
　　・持続化給付金（感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して再起の糧の給付金）
　　　コールセンターTEL0120-115-570　IP電話専用回線TEL03-6831-0613

【神奈川県ホームページ】
　　・新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金　　・住居確保給付金

【厚生労働省ホームページ】助成金・支援金TEL0120-60-3999
　　・雇用調整助成金　・小学校休業等対応支援金（委託を受けて個人で仕事をする方）
　　・小学校休業等対応助成金（労働者を雇用する事業主の方）

【日本政策金融公庫ホームページ】事業資金相談TEL0120-154-505
　　・新型コロナウイルス感染症特別貸付

共済に加入している皆様へ

所得税の予定納税について 消費税の中間申告について

「消費税課税事業者届」を提出

消費税額の試算と計算方法の選択
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令和元年分の確定申告書・青色申告決算書（収支内訳書）の再確認

提出した後に計算誤りなど申告書・決算書に間違いを見つけた場合、訂正の手続きが必要です。

納税額を少なく申告した場合・・・修正申告

納税額を多く申告した場合・・・更正の請求

申告書（決算書）に誤りを見つけたら、早急に申告会又は税務署へ

決算書

収支内訳書

・売上の金額を間違えていた。

・令和元年に支払った経費の領収書が出てきた。

・固定資産（車・パソコン）を購入したが減価償却していない。

所得税申告書

・扶養控除（配偶者控除）にした親族の給与収入が１０３万円を超えていた。

・保険の満期金を計算に入れていなかった。　・年金や給与の収入を間違えていた。

・給与（アルバイト）の収入を申告の計算に入れていなかった。

・医療費控除を受けたが、高額療養費等の入金があった。

消費税申告書
・売上の金額が間違っていた。　

・課税と非課税の区分を間違えていた。　・事業区分を間違えていた。

・事業用固定資産の売却額（下取り）を課税売上にしていなかった。

　申告書（第１表）に正しい申告額を、修正申告書（第５表）にすでに申告した金額を、記入して所轄の
税務署に提出します。
　あわせて差額を納税します。法定納期限の翌日から納付日までの延滞税がかかります。
　期限はありませんが、出来るだけ早く修正申告してください。
　自主的に修正するのと、税務署から指摘を受けて申告するのでは、税額が違います。
　※前者の場合過少申告加算税がかかりません。

　確定申告書を提出した後に申告書に書いた税額等に誤りがあった場合に、申告等をした税額等が実際
より多かったときに正しい額に訂正することを求める場合の手続きです。
　更正の請求書にすでに申告した金額と訂正後の金額などを記入して所轄の税務署に提出します。その
際に更正の請求の理由の基礎となる「事実を証明する書類」の添付が必要です。
　提出期限　法定申告期限から５年以内　

申告が済んだらやること ！ 源泉指導会のおしらせ　７月１日～７月１０日

会員の皆様へお知らせ

前期分（１月～６月分）の納付期限は７月１０日（金）です。※納期の特例を適用の方

　専従者・従業員・アルバイト等に給与支払をされた方は納税額が０円でも納付書の
提出が必要です。確定申告時期は源泉指導を行いません。必ずお越しください！

◆専従者給与を支払う場合はあらかじめ税務署への届出が必要です。
◆納期限を過ぎると延滞税や不納付加算税の対象になります。
◆納期の特例適用の場合、源泉税の納付(報告)は年２回です。１年分をまとめては出来ません。
　後期分　７月～１２月分…１月２０日

①完全予約制とし、事前予約が必要となります。
②事前にご予約のない方の指導は出来ません。
③指導時間は1名につき１日１時間に制限します。
④事務所には予約時間の１０分前からしか入れません。
　長時間お持ちいただくスペースはありません。
⑤出張会場（農協会場）での指導は当面、行いません。
⑥出来る限りマスクの着用をお願い致します。
⑦咳や発熱の症状のある方の入室はお控えください。

持ち物 ① 令 和２年分の源 泉徴収簿（給与支払額・源 泉徴収税額を記入したもの） ③源 泉税の納付書
② 扶 養 控除申告書（扶 養 親 族の生年月日を必ず記入してください）           ④前年分の控

ご報告　たくさんの使用済み切手と一円玉　2,618円

女性部より 使用済み切手捨てないで！使用済み切手捨てないで！

　皆様のあたたかいご協力に心からお礼申し上げます。使用
済み切手と一円玉をまとめて、全国青色申告会総連合 女性部
の本部へ送付しました。切手は東京都青梅市の目の不自由な
お年寄りのホームに送り、愛好家に販売され、ホームの運営資金や盲大学生の奨学金
の資金となっています。
　使用済みの切手・一円玉を申告会事務所や出張会場などにお持ちください。切手は
周囲５ミリ程度残して切り取っていただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

　確定申告をスムーズに行うために個別の指導会を行います。購入も出来ます。ご希望の
日時をお申し込みください。１～３月に何回も指導を受けられた方は必ずお越しください！！

会計ソフト『ブルーリターンＡ』個別指導会　（予約制）

日　　　　程　６月２２日（月）～２６日（金）　　８月２４日(月)～２８日(金)　　 
場　　　　所　申告会事務所　　　　※コロナの影響により中止となる場合があります。
指導受付時間　午前９時～１１時　　午後１時～４時　　指導時間は１時間。

　減価償却の計算、記帳でお悩みの方など、ご希望の方は開催日１週間前までにご予約ください。

○定員になり次第、予約の受付は終了しますのでお早めにお申込みください。
○ご予約いただいていない方は指導できません。　　　　○ご予約の無い開催日は指導会を行いません。
○当日キャンセル、無断欠席をされた場合は以後予約できません。

日曜日指導会　（予約制）

日　　　　程　６月２１日（日）　７月１９日（日）　８月３０日（日）
場　　　　所　申告会事務所　　　※コロナの影響により中止となる場合があります。
指導受付時間　①９：００　②１０：００　③１１：００　午前のみ１人１時間となります。

　新型コロナウイルスの影響により、緊急事態宣言が発令され当会も対面指導
などの接客を休止し、ご不便をおかけしてまいりましたが、対面指導を再開する
事といたしました。
　ただし、当面の間は完全予約制で下記のルールで指導を行います。
　事前に電話でのご予約をお願い申し上げます。
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令和元年分の確定申告書・青色申告決算書（収支内訳書）の再確認

提出した後に計算誤りなど申告書・決算書に間違いを見つけた場合、訂正の手続きが必要です。

納税額を少なく申告した場合・・・修正申告

納税額を多く申告した場合・・・更正の請求

申告書（決算書）に誤りを見つけたら、早急に申告会又は税務署へ

決算書

収支内訳書

・売上の金額を間違えていた。

・令和元年に支払った経費の領収書が出てきた。

・固定資産（車・パソコン）を購入したが減価償却していない。

所得税申告書

・扶養控除（配偶者控除）にした親族の給与収入が１０３万円を超えていた。

・保険の満期金を計算に入れていなかった。　・年金や給与の収入を間違えていた。

・給与（アルバイト）の収入を申告の計算に入れていなかった。

・医療費控除を受けたが、高額療養費等の入金があった。

消費税申告書
・売上の金額が間違っていた。　

・課税と非課税の区分を間違えていた。　・事業区分を間違えていた。

・事業用固定資産の売却額（下取り）を課税売上にしていなかった。

　申告書（第１表）に正しい申告額を、修正申告書（第５表）にすでに申告した金額を、記入して所轄の
税務署に提出します。
　あわせて差額を納税します。法定納期限の翌日から納付日までの延滞税がかかります。
　期限はありませんが、出来るだけ早く修正申告してください。
　自主的に修正するのと、税務署から指摘を受けて申告するのでは、税額が違います。
　※前者の場合過少申告加算税がかかりません。

　確定申告書を提出した後に申告書に書いた税額等に誤りがあった場合に、申告等をした税額等が実際
より多かったときに正しい額に訂正することを求める場合の手続きです。
　更正の請求書にすでに申告した金額と訂正後の金額などを記入して所轄の税務署に提出します。その
際に更正の請求の理由の基礎となる「事実を証明する書類」の添付が必要です。
　提出期限　法定申告期限から５年以内　

申告が済んだらやること ！ 源泉指導会のおしらせ　７月１日～７月１０日

会員の皆様へお知らせ

前期分（１月～６月分）の納付期限は７月１０日（金）です。※納期の特例を適用の方

　専従者・従業員・アルバイト等に給与支払をされた方は納税額が０円でも納付書の
提出が必要です。確定申告時期は源泉指導を行いません。必ずお越しください！

◆専従者給与を支払う場合はあらかじめ税務署への届出が必要です。
◆納期限を過ぎると延滞税や不納付加算税の対象になります。
◆納期の特例適用の場合、源泉税の納付(報告)は年２回です。１年分をまとめては出来ません。
　後期分　７月～１２月分…１月２０日

①完全予約制とし、事前予約が必要となります。
②事前にご予約のない方の指導は出来ません。
③指導時間は1名につき１日１時間に制限します。
④事務所には予約時間の１０分前からしか入れません。
　長時間お持ちいただくスペースはありません。
⑤出張会場（農協会場）での指導は当面、行いません。
⑥出来る限りマスクの着用をお願い致します。
⑦咳や発熱の症状のある方の入室はお控えください。

持ち物 ① 令 和２年分の源 泉徴収簿（給与支払額・源 泉徴収税額を記入したもの） ③源 泉税の納付書
② 扶 養 控除申告書（扶 養 親 族の生年月日を必ず記入してください）           ④前年分の控

ご報告　たくさんの使用済み切手と一円玉　2,618円

女性部より 使用済み切手捨てないで！使用済み切手捨てないで！

　皆様のあたたかいご協力に心からお礼申し上げます。使用
済み切手と一円玉をまとめて、全国青色申告会総連合 女性部
の本部へ送付しました。切手は東京都青梅市の目の不自由な
お年寄りのホームに送り、愛好家に販売され、ホームの運営資金や盲大学生の奨学金
の資金となっています。
　使用済みの切手・一円玉を申告会事務所や出張会場などにお持ちください。切手は
周囲５ミリ程度残して切り取っていただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

　確定申告をスムーズに行うために個別の指導会を行います。購入も出来ます。ご希望の
日時をお申し込みください。１～３月に何回も指導を受けられた方は必ずお越しください！！

会計ソフト『ブルーリターンＡ』個別指導会　（予約制）

日　　　　程　６月２２日（月）～２６日（金）　　８月２４日(月)～２８日(金)　　 
場　　　　所　申告会事務所　　　　※コロナの影響により中止となる場合があります。
指導受付時間　午前９時～１１時　　午後１時～４時　　指導時間は１時間。

　減価償却の計算、記帳でお悩みの方など、ご希望の方は開催日１週間前までにご予約ください。

○定員になり次第、予約の受付は終了しますのでお早めにお申込みください。
○ご予約いただいていない方は指導できません。　　　　○ご予約の無い開催日は指導会を行いません。
○当日キャンセル、無断欠席をされた場合は以後予約できません。

日曜日指導会　（予約制）

日　　　　程　６月２１日（日）　７月１９日（日）　８月３０日（日）
場　　　　所　申告会事務所　　　※コロナの影響により中止となる場合があります。
指導受付時間　①９：００　②１０：００　③１１：００　午前のみ１人１時間となります。

　新型コロナウイルスの影響により、緊急事態宣言が発令され当会も対面指導
などの接客を休止し、ご不便をおかけしてまいりましたが、対面指導を再開する
事といたしました。
　ただし、当面の間は完全予約制で下記のルールで指導を行います。
　事前に電話でのご予約をお願い申し上げます。
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納税が困難な方には猶予制度があります
　新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、要件を
満たせば税務署に申請することにより、原則として１年以内の期間に限り納税が猶予されます。
国税局猶予相談センター（ＴＥＬ：０３－６６７２－３５０３）

消費税申告までの流れは？

チェック消費税！　申告会で消費税について詳しい説明を受けましょう。 ～新型コロナウイルス関連～

　新型コロナウイルス感染症に感染し、医師の指示で自宅や臨時施設で治療を受けられた場合
も要件を満たすと保険請求できます。
○ 全青色共済・疾病入院補償（ＤＳＳ・所得補償）　申告会 ＴＥＬ０４５－４４２－７２０１
○ かながわ県民共済　ＴＥＬ０１２０－３７１－０６６
○ 神奈川県福祉共済　ＴＥＬ０４５－２２８－０７７４

令和元年分確定申告期限の柔軟な取扱いについて

　　申告所得税、消費税の申告・納付期限が4 月 17 日（金）以降も可能となりました。また、
源泉所得税の納税期限も延長ができるようになりました。
　　申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出すれば、申告期限延
長の取扱いをされます。申告する際には「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を一緒
に提出します。詳細は申告会または税務署へお問合せください。

消費税申告と納税

課税事業者（消費税申告をしている方）で課税売上高が１，０００万円以下になったら？

［消費税の納税義務者でなくなった旨の届］を提出
課税売上高が１,０００万円以下になった年の ２年後 は消費税申告が不要です。
１,０００万円以下になった年でも、２年前の課税売上が１,０００万円を超えていると申告が必要です。

消費税申告では"何も知らない”が一番危険です。申告時期では、届出や記帳は間に合いません。

課税売上が１，０００万円を越えたら？　消費税申告が必要なのはいつ？

１，０００万円を超えている年　　 消費税申告が必要な年（２年後）　　　　　消費税申告期限

平成３０年（２０１８年）　　　　　　令和２年（２０２０年）　　　令和３年（２０２１年）３月３１日

令和　元年（２０１９年）　　　　　　令和３年（２０２１年）　　　令和４年（２０２２年）３月３１日

一般課税を選択
 記帳    取引（売上・経費）を記帳する

際に、税率（軽減８％・１０％）ごとに

税区分を付け加えます。

税区分は、課税・非課税・不課税・免税

の4種類があります。

※届出はありません

提出期限があります。

令和２年(2020年)分→令和２年(2020年) 9月30日
令和３年(2021年)分→令和２年(2020年)12月31日

簡 易 課 税 を 選 択
「消費税簡易課税制度選択届」を提出

※令和2年分は特例です。

　期限までに提出していない場合は一般課税で計算

 記帳   売上、収入などを記帳する際に税率（軽減

８％・１０％）ごと事業区分を付け加えます。事業

区分は第１種事業から第6種事業まであります。

基準期間（２年前）の課税売上高が5,000万円を超えて
いる方は一般課税で計算します。
提出すると２年間は取りやめできません。

１，０００万円以下になった年　　 消費税申告が不要な年（２年後）

平年３０年（２０１８年）　　　　　　令和２年（２０２０年）　

令和　元年（２０１９年）　　　　　　令和３年（２０２１年）　

ホームページ
をお持ちの方

申告会のホームページ会員様紹介に無料で掲載しませんか！
詳細は申告会事務所へお問合せください。

　予定納税の必要な方は税務署から通知されますので、
申告時にはその通知をお持ちください。
　なお、経費にはなりません。確定申告（第３期分）で所得
税額から差し引きます。（通常は７月３１日、１１月３０日
ですが、今年はコロナの影響でいつになるか分からないそ
うです。）廃業・業況不振等により予定納税額の減額申請を
することが出来ます。

　中間申告の必要な方は税務署から通知されますので、
申告時にはその通知をお持ちください。

　なお、租税公課という経費になります。確定申告で消
費税額から差し引きます。（通常は８月31日ですが、今
年はコロナの影響でいつになるか分からないそうです。）

　消費税の届出や、記帳をしないまま申告を迎えると思わぬ 高額な納税 になる場合もあります。
　また、消費税申告が必要な年に申告を忘れていて、期限後に申告すると 延滞税 や 加算税 がかかります。
そのような場合に、申告会で責任を負うことはできません。
　ご自身でしっかり確認して届出や記帳もお忘れなく。

課税売上高が１，０００万円を超えている年の ２年後  は消費税申告が必要です。
たとえ２年後に課税売上が１，０００万円を超えていなくても申告は必要です。

支援策・助成金・融資などのご紹介

保土ケ谷青色申告会のホームページでも紹介しており下記のサイトへリンクできます。

【経済産業省ホームページ】
　　・支援策　　・セーフティネット保証制度（中小企業庁）
　　・持続化給付金（感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して再起の糧の給付金）
　　　コールセンターTEL0120-115-570　IP電話専用回線TEL03-6831-0613

【神奈川県ホームページ】
　　・新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金　　・住居確保給付金

【厚生労働省ホームページ】助成金・支援金TEL0120-60-3999
　　・雇用調整助成金　・小学校休業等対応支援金（委託を受けて個人で仕事をする方）
　　・小学校休業等対応助成金（労働者を雇用する事業主の方）

【日本政策金融公庫ホームページ】事業資金相談TEL0120-154-505
　　・新型コロナウイルス感染症特別貸付

共済に加入している皆様へ

所得税の予定納税について 消費税の中間申告について

「消費税課税事業者届」を提出

消費税額の試算と計算方法の選択
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　今年も２月１７日より３月６日迄日石横浜ホールにて横浜中会と合同で青色コーナーを設置致しました。
当初は３月１６日迄の予定でしたがコロナウイルスの影響及び利用者数の大幅減の為３月９日以降が中
止になりました。
　期間中の青色コーナー利用者数２６６名（前年２９２名）入会者数１０名（前年３４名）２４名減とい
う結果になりました。利用者数も平成３０年は５４９名でしたが年々利用者数も大幅減少の傾向にあり、
管轄している保土ケ谷区・旭区・瀬谷区の利用者が少ない事もあって入会に繋がらないのが実態です。
　今後は色々な対策を検討し、入会勧奨に努めてまいります。最後に担当された役員の皆様大変お疲れ様
でした。

　申告会の最大イベント令和元年分確定申告は新型コロナウイルスの影響により
申告期間が１ケ月延長となりました。申告も無事終わり、役員、女性部、指導部、事務
局の皆様ご苦労様でした。東京地方税理士会保土ヶ谷支部の先生方、出張会場での指導派遣、e-Tax代理
送信等ご協力ありがとうございました。
　今年も出張会場の都合で日程がとびとびになり会員の皆様にはご不便お掛けしました。来所者は和
田町事務所 ２，９０９名、出張会場（３会場合わせて）８１９名の来所をいただきました。昨年より継続
し相談時間一人１時間と時間制限を実施させて頂き、待ち時間の短縮が見られたと思います。しかしなが
ら記帳点検、個別指導会への不参加でデーター未入力の会員様が多数見受けられました。出来る限り記
帳点検指導会等への参加を頂き確定申告時の相談時間短縮にご協力をお願い致します。
　皆様のご支援と、ご協力をお願い申し上げます。

一般社団法人
保土ケ谷青色申告会

〒240-0044
保土ケ谷区仏向町154-2 　
　　　　 ゴトービル2Ｆ
TEL 045-442-7201
FAX 045-442-7251
発行人　  平井　武男
編集   　  広報委員会
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　転居や廃業をされた方、変更のある方は申告会事務所までご連絡ください。税務署への届出も申告会で

お手続きできます。退会をご希望の方は退会届をご提出いただかないと会費がかかります。

  指導受付時間　午前９時～１１時　午後１時～４時　 業務終了時間　午後５時　※土・日・祝日は休み

お 知 らせください！

菖　蒲　園（横須賀）　　　　　　　撮影　増澤氏

確 定 申 告 報 告　　税制指導委員長　増澤　義文

菖蒲園（横須賀）　　 撮 影 　 増 澤 氏

青色コーナー報告　　組織委員長　福島　靖利

提出件数　所得税確定申告  　２，６７３件　　（e-Tax　１，１２０件）
　　　　　消費税確定申告　　　２８７件　　（e-Tax　　　  ９６件）
　　　　　　　　　　　　　※e-Taxは代理送信・本人送信の合計　　　３月３１日までの件数

青色コーナー実績　２／１７～３／６　　入会者数　１０名　　青色申請数　５１件
※コロナの影響で行事・指導会を変更する場合があります。変更の場合はホームページ上にてお知らせ致します。

職員研修会　　７月２２日（水）　　　　　　　事務所は午後お休みさせていただきます。
夏期休暇　　　８月１１日（火）～１４日（金）　事務所はお休みさせていただきます。

事務局より
ご不便をおかけしますがよろしくお願い致します。

正会員　　　

３,７１６名

保土ケ谷区　

１,１６７名

旭区　　　　

１,４７５名

瀬谷区　　　

１,０７４名

準会員　　　

１２５名

令和２年３月末現在

６月の行事　８日（月）～12日（金）　健診・人間ドック　　　　７月の行事　１日（水）～10日（金）　源泉指導会

次回会報は８・９月合併号で８月上旬に配布予定です。
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　平
成
三
十
一
年

野
口
　
は
る（
事
業
主
）不
動
産
貸
付

　二
月
二
十
六
日

　九
十
六
才

　旭
区

　令
和
元
年

高
山
　
幸
一（
事
業
主
）不
動
産
貸
付

　九
月
十
一
日

　七
十
才

　旭
区

城
戸
　
緑（
事
業
主
）不
動
産
貸
付

　十
月
三
日

　八
十
七
才

　旭
区

足
立
　
道
雄（
事
業
主
）不
動
産
貸
付

　十
月
十
六
日

　九
十
四
才

　保
土
ケ
谷
区

松
村
　
義
明（
事
業
主
）自
動
車
鈑
金
・
塗
装

　十
一
月
二
十
五
日

　八
十
五
才

　保
土
ケ
谷
区

菊
地

　喜
代
子（
事
業
主
）不
動
産
貸
付

　十
二
月
十
六
日

　九
十
三
才

　保
土
ケ
谷
区

　令
和
二
年

小
高

　幾
代（
事
業
主
）不
動
産
貸
付

　一
月
十
五
日

　九
十
八
才

　旭
区

永
野

　清
春（
事
業
主
）不
動
産
貸
付

　一
月
十
六
日

　七
十
八
才

　旭
区

福
本

　敏
子（
事
業
主
）不
動
産
貸
付

　二
月
一
日

　九
十
八
才

　保
土
ケ
谷
区

岩
﨑

　輝
雄（
事
業
主
）不
動
産
貸
付

　二
月
十
七
日

　九
十
四
才

　瀬
谷
区

内
田

　長
吉（
事
業
主
）不
動
産
貸
付

　二
月
二
十
一
日

　八
十
九
才

　旭
区

小
林

　良
子（
事
業
主
）不
動
産
貸
付

　二
月
二
十
一
日

　八
十
一
才

　瀬
谷
区

山
田

　卿
壽（
配
偶
者
）不
動
産
貸
付

　三
月
十
五
日

　八
十
四
才

　保
土
ケ
谷
区
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